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大会資料および 

掲載記事報告 

国民会議・第２４４９号 

令和元年５月３日 

第５０回 新しい憲法をつくる国民大会 
 

  今年は第５０回大会となるので、国会内での憲法改正

審議が進むことを期待していたが、衆参の憲法審査会が

昨秋から進展しないので、大会プログラムに苦慮した。 

 そこで、例年の全国公募「改憲川柳」入選作品発表と

入賞者表彰を第一部とし、有力国会議員による国民への

呼びかけと会長講話を第二部とし、加えて、今年は先帝

の生前御退位に続き新帝の御即位というおめでたい年

なので、そのお祝いとして、古代から伝わる宮廷雅楽、

それも管弦三曲、舞楽二曲というフルコース雅楽の実演

を第三部とする、三部構成の国民大会とした。 

 さて、今年の報道は、前記のように国会の憲法審査会

が昨年秋からほとんど活動していないこともあり、大手

報道の紙・誌の記事は、一般に低調であった。 

 しかし、当団体に近い友好報道機関の紙・誌は、例年

以上にカラー写真を使い沢山報道してくださったので、

おどろくとともに、大層感謝している。 

 特に三人の国会議員の講話はそれぞれ詳しく報道して

おり、後半には大会資料編もあるので、ぜひご覧ください。 
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世界日報５月４日２面に掲載 124％に拡大 
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世界日報５月４日２面に掲載１２４％に拡
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思想新聞６月１日３面に掲載  １００％ 
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宗教新聞５月１０日７面に掲載 103％に拡大 
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Ｓｕｎｄａｙ世界日報５月１２日２面に掲載  
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Ｓｕｎｄａｙ世界日報５月１２日３面に掲載  
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世界日報５月４日２面に掲載 

神社新報５月１３日２面に掲載 １１２％に拡大 
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ＶＩＥＷＰＯＩＮＴ６月号に掲載（Ｐ17－19） ９０％に縮小 
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ＶＩＥＷＰＯＩＮＴ６月号に掲載（Ｐ２０－２１、Ｐ５２－５３） ９０％に縮小 
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専門紙・専門誌の当国民大会の掲載記事  

──無料転載の許可を下さった各紙・誌── 

 

■専門紙・専門誌■ 

世界日報    ５月４日  土） 日刊紙 ２面     ・・・・・ ・・ ・P2-3 

思想新聞    ６月１日  土）毎月２回刊 ３面    ・・・・・ ・・ ・P4 

宗教新聞    ５月１０日  金） 毎月２回刊 7面   ・ ・・・・・・P5 

Ｓｕｎｄａｙ世界日報  ５月１２日 日） 毎週日曜 ２面-３面  ・・・・P6-7 

神社新報    ５月１３日 月） 毎月４回刊 2面   ・・・・・・・P8 

 

＜沖縄大会＞ 

世界日報    ５月４日 土） 日刊紙 ２面  ・・・・・・・・・・P8 

 

■月刊誌■ 

ＶＩＥＷＰＯＩＮＴ   ６月号 ｐ17-19   ・・・・・・・・・・・・・・・P9-10 

 

報道記事一覧 

テレビ 

ＴＢＳ News 23 

講話の模様や、その後、下村議員に記者がインタビューする様子が、数分間放映された。 
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△ 受付風景 開会前から、参加者が続々と来て下さり、受付で記帳下さ

る。お若い方も多い。 

△ 舞台上で、横幕、垂れ幕、机、椅子などの準備を進める大会実行委員。す

べてが手作りの大会だ。 

△ 午前１０時、ロビーで各担当部署の打ち合わせをする大会実行委員の皆さ

ん。こうして裏方を務めて下さる同志によって、当国民大会は成り立っている。 

 

△ 新宿区の四谷区民ホール

正面入口には、筆書きした

大看板が設置された。 
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 当団体の、「改憲川柳」の全国公募は、今年で 5 年目になり

ます。今年もテーマを絞ったのですが、それでも、北は北海道

から南は沖縄県まで、全国の都道府県から2636句もの、応募

をいただきました。そこで、内部に選考委員会を設け、厳正審

査した結果、入選作209句を選び、それは、お手許に配付して

ある小冊子  第5回憲法改正  川柳コンクール入選句集』に収

録してあるので、ご覧下さい。そして、その中からさらに、入

賞作として、大賞1、佳作6の計7句を選び、それを、壇上に、

横幕と垂れ幕に墨書して掲げ、ここに、表彰申し上げます。赤

リボンがついているのが大賞です。その他の6句が佳作であり

ます。  

 まず横幕の「皇室と 国民栄える 改憲へ！」は静岡の方の作

開会の辞 今年の国民大会の意義！ 

重田典子 実行委員長 
国民会議理事・事務局長・国民大会実行委員長 

                                                  

 

 

「改憲川柳」講評 

清原淳平 会長 

「改憲川柳」選考委員・最終選考判断 

                                                  

 

 

品。この句は川柳としては素直な綺麗な句ですが、今年は、生

前御退位に続く天皇陛下の御即位という慶びの年にふさわしい

句なので、横幕に掲げました。 

 次に、今年いただいた川柳全体を見ると、一昨年、昨年に続

き、日本がこのままでは、外国からの侵略に遭うのではないか

と危惧する句が過半数を越えていたので、7 句中の 4 句はそう

した安全保障面の句としました。 

 まず、会場の皆さまから見て、一番右側の句から見てゆきま

しょう。すなわち 「救助に来る 感謝の自衛隊 違憲なの？」は、

大阪在住の方の作品です。この句を佳作としたのは、一昨年、

国会が、憲法学者３名を招いて意見を聞いたところ、３名とも、

自衛隊の存在は憲法に明文の規定がないから違憲であると言
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ても遅いのですから、与野党の垣根を越えて、早く国会審議に

入って下さい、と言っているわけであります。これは、江戸時

代から、機知を感じさせ時勢を風刺し揶揄もするという庶民の

文化としての「川柳」の妙味を出した句として、今年の大賞と

いたしました。 

 次は、 「天皇に 基本的人権 あるのかな？」この句は山梨県の

方の作品です。一昨年、天皇陛下が御高齢なので退位したいと

いうお言葉を述べられた際、それは、内閣の助言と承認を得て

いないから許されないとか、天皇のお言葉は政治的発言で憲法

上許されない、とかいろいろと報道されました。その時、国民

は、天皇や皇室は、われわれ国民と同じ基本的人権がないので

はないか、という声が挙がっていました。この句は、その国民

の不審感  疑問を素直に表現した作品です。そして、最後に 「改

憲は 一人ひとりが みな主役！」の句は、静岡県在住の方の句

で、憲法第９６条〔改正手続要件〕により、憲法改正は最終的

には、国民投票によって採否が決まることを、端的に国民に喚

起した句として、最後の締めくくりとして、掲げました。応募

者の方々、すばらしい作品、ありがとうございました。 

い、その後、広く憲法学者にアンケート調査してみても、違憲

と応える学者が圧倒的に多かったという事実があります。この

句は、そのことに驚き、心配しているわけで、これを不思議に

思う国民の声として、よく出来た句です。 

 その次の「自衛隊 違憲のままじゃ いかんぞな！」の句。こ

れは埼玉県の方の句です。江戸初期に芭蕉に始まる俳諧は文語

調ですが、江戸中期に始まる庶民の川柳は口語調でよいとされ

ます。この句は、その口語調を実にうまく使っています。それ

が川柳の面白いところです。 

 次に、右から3本目、「じわじわと 来る侵略を 断つ改憲！」

は、徳島県在住の方の句です。この句も、国民の皆さまの、日

本が外国から侵略されるのではないか、という心配を良く現し

た句ですネ。 

 そして右から 4 本目、「しまったでは 済まぬ審議を 与野党

で！」これは、熊本県在住の方の句です。この句は、前の 3つ

の句を受けて、その解決策を挙げて下さっている。つまり、日

本のこうした事態に対して、国会議員の先生方、あとで後悔し
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賞状授与式 

「自衛隊 違憲のままじゃ いかんぞ

な！」で佳作を受賞されたペンネーム、

一国民様（埼玉県）へ、賞状を授与する

高橋洋一選考委員（新しい憲法をつく

る国民会議理事）。さらに、賞金５千円、

清原会長の著書２冊「岸信介元総理の

志 憲法改正」と「国民投票のための憲

法改正学」もあわせて手渡された。 
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会長挨拶 

現行憲法第八条「皇室財産」規定の見直しを！ 

清原淳平会長 

新しい憲法をつくる国民会議・会長 

                                                  
 

 
 まず、最初に、生前御退位に続く、新天皇陛

下の御即位を、謹んで御慶び申し上げます。そ

こで、今年の国民大会は、例年の全国公募の「改

憲川柳」の発表、有力国会議員の御信念の披瀝

に加えて、天皇陛下の御即位をお慶び申し上げ

て、宮廷雅楽の実演、という 3部構成といたし

ました。さて、私は、その年々、今の憲法のど

こにどのような問題があるかを採り上げ御説

明しておりますが、今年は、御世代わりの年で

もあり、「第 1章天皇」の章の中の「第 8条〔皇

室財産の授受には国会の議決が必要〕」の法文

を採り上げ、改正すべきことを論証したいと思

います。条文を掲げると、「第 8条 皇室に財産

を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若

しくは賜与することは、国会の議決に基づかな

ければならない。」とあります。活字になって

いると良いと思うでしょうが問題がある。まず

第一の問題は、この条文の「財産」にあります。

辞書で一般に、「財産とは、広く有形・無形の金

銭的・経済的な価値を有するものの総称」とさ

れます。しかし、金銭的・経済的価値といって

も個人的認識の差があり、その判断がむずかし

い。一々国会の議決が必要とあるため、天皇は

じめ皇室は国民との間での、御下賜品、あるい

は献上品に、大層神経を使っておられ、財産と

見られないように小さな花束ぐらいしかお受

け取りにならないようにしておられる、という

問題です。第 2の問題として、ではなぜ、この

第 8条〔皇室財産授受制約〕の条文ができたの

か？ それは、「日本国憲法」を創った連合国

軍総司令官マッカーサー将軍が置いた懲罰的

規定です。しかし、マッカーサー将軍を批判攻

撃すべきではない。当時、主たる戦勝国のアメ

リカ、イギリス、中華民国、オーストラリア、

ソ連、の各国政府は、日本を統治するための機

関として極東委員会を創ったが、その極東委員

会は強硬に天皇制廃止を唱えていた。しかし、

実際に日本を占領し統治していたマッカーサ

ー将軍は、極東委員会が日本統治に関与するこ

とを執拗に断っている。なぜか、昔から日本を

研究し、実際に日本と戦ったマッカーサー将軍

は、もし天皇制を廃止すれば、日本は女性や子

供まで抵抗し、自分の日本統治は成功しないの

で、天皇制を残し、かつ国会や内閣・裁判所も

残して、その上に立っての「間接統治方式」が

よいと考えていたからである。ただし、「極東

委員会」の意向も入れ、天皇制を支える貴族・

華族制を廃止し、皇室の資産を没収ないし占領

下政府へ移すなど、皇室へ徹底した制約を科し

た。その一つがこの第 8条なのです。だが、サ
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ンフランシスコ条約により、ともかく独立して

からの日本政府は、この規定に困った。なぜな

ら占領下では日本に外交権がなく、外国の大使

館・公使館など閉鎖されていたのでよいが、独

立を取り戻すと、諸外国から大使・公使が信任

状奉呈にこられ、その折、儀礼として高価な品

物の奉呈があり、天皇もそれなりの高価品をお

返しするが、一々国会の議決を得るのは不可能

である。そこで、当時の吉田茂内閣では、この

憲法「第 8 条〔皇室財産授受の国会議決の必

要〕」の憲法改正を考えたが、保革伯仲の時代

で「憲法第９６条の衆参各議院の総議員の 3分

の 2 以上の賛成」という改正条件の見込みもな

いので、吉田内閣は、便法を考えた。すなわち、

憲法の下位の「皇室経済法」の方を改正し、新

たに 2項を置き「左の各号に該当する場合は、

その度ごとに国会の議決を経なくとも、皇室財

産を譲り渡し、若しくは賜与することができ

る。」とし、その 2 号に「外国交際のための儀

礼上の贈答に係る場合」等々（他の号は省略）

を掲げた。しかし、これは、法制度の原則「上

位法・下位法の原則」に反する大問題である。

けだし、いま国内法だけでみると、法制度は憲

法を頂点として、次に国会が制定する法律があ

り、その下に政府がつくる政令があり、その下

に地方自治体がつくる条例があり、下の法は上

の法を侵せないのが原則だからです。したがっ

て、この皇室経済法は憲法 8条と全く反対のこ

とを書いているので違憲である。御皇室は今も

この憲法第 8条も守ろうとしておられ、御苦労

されているので、この憲法第 8条は早急に改め

るべきである。 
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来賓講話  

下村博文先生 

 

衆議院議員、自民党憲法改正推進本部

長、元文科大臣。 

群馬県出身、昭和２９年生。交通事故

で父上を亡くし、苦学力行して早稲田

大学卒。進学ゼミ経営から、都議会

議員を経て、平成８年に総選挙に挑

戦、以来８回当選。法務大臣政務官、

文部科学大臣政務官、自民党副幹事長

などを経て、平成１８年安倍内閣で内

閣官房副長官、第二次安倍内閣で文部

科学大臣に就任。現在、自民党憲法改

正推進本部長を務める。 

 

 

来賓講話「自民党の４つの改憲イメージ」 

 平和主義、国民主義、基本的人権の尊重

の３つの基本を自民党は尊重します。その

上で、４つ憲法改正のイメージ案をつくり

ました。１つ目は自衛隊の明記。９条は変

えない、解釈も変えない。しかし国民の９

割が認めている自衛隊を、「加憲」によっ

て位置づけようということです。２つ目は

緊急事態。大災害が起きた時、素早く対処

できるようにするための改憲です。３つ目

は、合区と地方自治体のあり方です。憲法

では人口比例で国会議員を選ぶことにな

っています。3 年前から参議院では、鳥取・

島根県から合わせて 1 人、高知・徳島県か

ら 1 人となりました。３年後には２０県

が合区対象となる。人口が減少した県から

参議院議員を出せなくなるのです。地方の

活性化を考えたときに、1 県 1 人選べるよ

うにしよう。これを実現するには、憲法を

改正するしかないのです。そして４つ目

が教育であります。すべての人に可能性

を提供できる教育状況をつくること。「人

生１００年時代」の中、５０、６０歳にな

っても学び直して仕事をしたい、という人

を応援できるような環境づくりをしてい

きたい。 

 国会は議論の場ですから、議論しなが

ら、みんなで考えていく。そういう政治を

目指していきたいと考えています。 
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来賓講話  

中川雅治先生 

 

参議院議員・行政監視委員長、 

前環境大臣。 

東京都出身、昭和４４年東京大学法学

部を卒業し大蔵省入省。理財局長、環

境事務次官を経て、平成１６年参議院

選の東京選挙区にて当選、現在３期

目。参議院憲法調査特別委員会理事と

して、国民投票法成立に尽力。また、

参議院国家安全保障特別委員長、参議

院議院運営委員長等を務め、平成２９

年８月から１年間以上環境大臣を務

めた。岳父は原文兵衛元参議院議長。 

 

来賓講話 「憲法改正には国民の理解が不可

欠」 

 憲法とは、いかなる政党が政権に就こう

と守らなければならない共通のルール。国

家の基本です。したがって政局と絡めて議

論されたり、国論が二分され、国民が分断

されるような状況は決して望ましくない

と私は思います。大部分の国民の皆さまが

憲法改正の必要性を十分に理解されるこ

とが大前提だと私は思います。 

 現行憲法は、日本の主権が制限された中

で制定され、自由意思が反映していないと

いうことは否定しがたい事実です。国民の

皆様には、冷静に現行憲法の制定過程を紐

解いていただきたいと思います。また、現

行憲法には内容の欠陥もたくさんありま

す。元首の規定がないこと。国防の規定が

ないこと。緊急事態の規定がないことな

ど。こうした欠陥は正していかなければな

りません。 

 世界各国では何十回も憲法改正してい

る国が多い中、日本は一度も改正していま

せん。社会の変化、国際情勢の変化に伴っ

て、今の憲法では十分に対応できない事態

も生じてきます。解釈で補おうとするの

も、もはや限界にきています。 

 憲法改正を行うには、国民の理解が不可

欠。そのためには、国民的議論を巻き起こ

す必要があります。本日の会合がその契機

となることを大いに期待しております。 
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来賓講話  

平沢勝栄先生 

 

衆議院議員・法務委員会筆頭理事・憲法

審査会幹事 

岐阜県出身。東京大学法学部卒業後、

警察庁に入庁。米デューク大学大学院

修士課程修了。後藤田正晴内閣官房長

官秘書官、防衛庁官房審議官等を経て

退官。平成８年の総選挙で初当選。以

来８回当選。防衛政務官、総務政務官、

自民党政調会長代理、内閣府副大臣等

を歴任。憲法、安全保障、治安問題に

精通し、歯切れのよい弁舌で知られ

る。現在、自民党憲法改正推進本部事

務総長。 

 

来賓講話 「まずい点があれば、正すのは当り

前」 

 憲法改正しなければいけない点は山ほ

どあります。それなのに、国会は何でこん

なにのんびりしているのだろう？ これ

はすべての国会議員一人ひとりが反省し

なきゃいけないことだと思います。護憲派

の一人ひとり話を聞いてみると、憲法変え

たいところがあるんですよ。ならば、そう

発言すればいいのに、しない。与党のやり

方が強引だという人もいますが、賛成でも

反対でも議論を戦わせなければ話になり

ません。それが憲法審査会の場ではないか

と思います。議席数にかかわらず、質問時

間は各党平等です。やっと１年６か月ぶり

に動き出す憲法審査会を動かして、憲法改

正を一歩でも前に進めるべく努力します。 

 言葉遣いのおかしいところもたくさん

ある。「子女」とか「吏員」「司法官憲」と

か。第１８条にでてくる「奴隷的拘束」っ

ていうのもよくわからない。アメリカには

昔奴隷がいたから、そのまま持ってきたと

しか思えない。日本に奴隷はいなかったの

ですから。いま古い言葉が使われている法

律はどんどん新しく変えています。民法も

刑法、商法、会社法も変えました。残って

いるのは憲法だけなんです。何で憲法だ

け、残しておくのでしょう？ まずい点は

正す、時代に合わないものは変えていく。

そんなことは当たり前のことじゃないですか。 
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大会決議 

大会決議 案）朗読 

丸山 隆 ・国民大会実行委員が、大きな声で堂々

と読み上げた。 

 

大会決議の可決 

この大会決議  案）は、満場の拍手をもって、可

決された。 

 

「大会決議」の伝達式 

「大会決議」は、清原淳平会長へ手渡された。

その後、清原淳平会長は、内閣・国会へ伝達す

ることを、壇上で約束した。 
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激励電報  
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激励電報  
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宮廷『雅楽』実演 ～皇室の御世代り祝して 雅悠会 

管弦      

「平調音取」（ひょうじょうのねとり）「音取」と

いうのは、音階をたくみに取り入れ、曲の雰囲気

をつくりあげていくための前奏曲のこと。篳篥

（ひちりき）、龍笛、鞨鼓（かっこ）、琵琶、琴の

順に短い楽句を演奏する。 

「越殿楽」（えてんらく）古くは唐の宴席で演じ

られ、雅楽の中では最もよく知られている曲。 

「陪臚」（ばいろ）八幡太郎義家が出陣のたびに

演奏し、戦勝祈願したと伝えられる曲。もとは唐

代に戦いの陣形をかたどった舞踏の曲である。 

 

「雅楽とは」「曲目解説」 

中澤信孝 日本雅楽会会長       

雅楽は、１２００年以上の歴史を持つ日本の

伝統音楽。中国大陸や朝鮮半島などから渡来し

た外来音楽がもととなっているが、平安時代に

至り、いわゆる「国風」と呼ばれる日本的な音

律だけが残り、平安中期には貴族の「たしなみ」

のひとつとして「みやび」な形に整えられた。

現在も、この伝統は守られており、祭日には皇

室の宮中祭祀の中でも演奏されている。 

舞楽 

「蘭陵王」（らんりょうおう）中国南北朝の北斉

の武将・蘭陵王（高長恭）が周の大軍を打ち破っ

た史実に基づく勇壮華麗な舞楽。蘭陵王は美し

い顔立ちだったため、味方が見とれて戦場で士

気が上がらない。そこで厳めしい面をつけて指

揮をとったと伝えられている。 

「長慶子」（ちょうげいし）古くから、舞楽会の

最後に演奏するのが習わしとなっている曲で、

舞はない。参会者の退出の音楽とされている。

源博雅（918～980年）の作曲。  
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閉会の辞・万歳三唱 

 閉会の辞 

 雅楽の皆さま、御世代りを祝して、一般に中々拝見す

ることが出来ない、すばらしい古典芸術 雅楽を御披露

下さり、最高の記念になり、ありがとうございました。 

 国会議員の先生方には、御多忙の中御出席下さり、貴

重な御提言や御解説をいただきましたこと、誠にありが

たく、心から感謝申し上げます。 

 改憲川柳入賞ならびに入選者の皆様、今年も全国各地

から改憲川柳が寄せられ、意識の高い皆様の意気込みに

励まされました。今後も、さらに強い国民の波が全国

津々裏々に届きますよう祈っております。 

 最後に、皆さまの満場の拍手を以て、可決されました

大会決議に従い、私どもも決意を新たにして、活動を続

けて参りますので、本日御参加の皆様方、今後とも御支

援 御協力のほど、よろしく御願い申し上げます。 

以上をもちまして、私の閉会の辞とさせていただきま

すが、このあと深山理事の万歳三唱を、宜しくお願い申し

上げます。 

万歳三唱 深山明敏 理事 

国民会議理事、陸上自衛隊元第三師団長・陸将 

閉会の辞 重田典子  

国民会議理事・国民大会実行委員長 

 新しい御世にふさわしい憲法改正の早期実現を希い、

御皇室のますますの弥栄をお祈りし、日本の一層の発展

を祈りながら、万歳三唱をいたしたいと思います。 

 

御唱和下さい！  

万歳！ 万歳！ 万歳！  

ありがとうございました！ 

（拍手） 
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